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高 松市 監 査 委 員 告示 第 １０ 号  

 

 地方 自 治 法 第 １９ ９ 条第 ２ 項 ， 第 ５項 お よび 第 ７ 項 の 規定 に より 監 査 を 実 施

し たの で ， そ の 結果 に 関す る 報 告 お よび 意 見を ， 同 条 第 ９項 お よび 第 １ ０ 項 の

規 定に よ り ， 次 のと お り公 表 し ま す 。  

 

平 成２ ５ 年 ３ 月 ２９ 日  

 

高 松市 監 査 委 員   吉   田   正  己  

同        山  下    稔  

同               妻  鹿  常  男  

同               西  岡  章  夫  

 

平 成２ ４ 年 度 財 政援 助 団体 等 監 査 の 結果 報 告 等 に つ い て  

 

第 １   公 の 施 設 の指 定 管理 者 （ 特 定 非営 利 活動 法 人 た か まつ 男 女共 同 参 画 ネ ッ

ト ）監 査 の 結 果 に関 す る 報 告 お よ び 意見  

１  監 査 の 結 果 に関 す る報 告  

(１ ) 監 査 の 対 象お よ び期 間  

対           象  

期   間  

部 局お よ び 団 体  事     務  

市 民 政 策 局  

政 策 課  

男 女 共 同 参 画 推 進 室  

平成２３年度および平成２４年 

４月１日から同年１２月２５日 

までの特定非営利活動法人たか

まつ男女共同参画ネットに対す

る公の施設の管理に係るものの

出納その他の事務  

平成２４年１２月２６日

から平成２５年３月１日

まで 

特 定 非 営 利 活 動 法 人  

た か ま つ 男 女 共 同 参 画  

ネ ット  

平成２３年度および平成２４年 

４月１日から同年１２月２５日 

までの公の施設の管理に係るも 

のの出納その他の事務 

○写  
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(２ ) 監 査 の 方 法  

平 成 ２３ 年 度 お よ び 平 成 ２４ 年 度 に 執 行 し た 当該 公 の 施 設 の 管 理 に

係 る 出 納 そ の 他 の 事 務 の 執 行 が ， 適 正 か つ 効 率 的 に 行 わ れ て い る か

ど うか を 主 眼 と して 実 施し た 。  

監 査 に 当 た っ て は ， 当 該 監 査 対 象 団 体 に 公 の 施 設 の 管 理 を 行 わ せ

て いる 市 民 政 策 局政 策 課男 女 共 同 参 画推 進 室 お よ び 同 団 体 か ら 関係 書

類 の提 出 を 求 め ると と もに ， 説 明 を 聴取 し て実 施 し た 。  

 

(３ ) 公 の 施 設 の概 要  

ア  名 称       高松 市 男 女 共 同参 画 セン タ ー  

          （以 下 「 セ ン ター 」 とい う 。 ）  

イ  所 在 地      高松 市 錦 町 一 丁目 ２ ０ 番 １ １ 号  

ウ  敷 地 面 積     ７３ ７ ． ０ ６ ㎡  

エ  建 築 面 積     ３７ ９ ． ５ ４ ㎡  

   オ  延 床 面積     １ ， ８ ９０ ． ５８ ㎡  

カ  建 築 構 造     鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 ， 地 下 １ 階 ， 地 上 ５ 階  

キ  主 な 施 設 内 容    

１  階  エ ン ト ラン ス ホー ル ， 第 １ 会議 室 ，子 ど も の 部 屋  

２  階  第 ２ 会 議 室 ， 相 談 室 ， 情 報 ・ 交 流 室 ， た か ま つ ・ フ ァ ミ

リ ーサ ポ ー ト ・ セン タ ー， 事 務 室  

３  階  第 ３ ・ ４会 議 室， ロ ビ ー  

４  階  第 ５ ～ ７会 議 室  

５  階  第 ８ 会 議室  

駐 車場  １ １ 台  

ク  施 設 の 設 置 目的  

社 会 の あ ら ゆ る 分 野 に 男 女 が 共 に 参 画 し ， そ の 能 力 を 十 分 に 発 揮

で きる 男 女 共 同 参画 社 会の 形 成 を 促 進す る 活動 拠 点 と す る  

  (４ ) 公 の 施設 の 管理 に 関 す る 概要  

ア  公 の 施 設 の 指定 管 理者  

 特定 非 営 利 活 動法 人 たか ま つ 男 女 共同 参 画ネ ッ ト  
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   イ  指 定 管理 者 の選 定 方 法  

  公 募  

ウ  指 定 期 間  

  平 成 ２ １ 年 ４月 １ 日か ら 平 成 ２ ６年 ３ 月３ １ 日 ま で  

エ  指 定 管 理 料  

  平 成 ２ ３ 年 度指 定 管理 料  ２ ９ ，２ ８ ８， ５ ６ ５ 円  

  平 成 ２ ４ 年 度指 定 管理 料  ２ ９ ，２ ２ ２， ７ １ ５ 円  

オ  管 理 運 営 業 務等 （ 基本 協 定 書 で 定め て いる 業 務 ）  

(ア )  セ ンタ ー 条 例 第 ２条 に 規定 す る 各 業 務  

 ａ  講 座 ， 講 演会 等 を開 催 す る こ と。  

ｂ  相 談 事 業 を 行う こ と。  

ｃ  資 料 （ 図 書 ， 情 報 ， 視 聴 覚 資 料 そ の 他 必 要 な 資 料 を い う 。 ）

を 収集 し ， 市 民 の利 用 に供 す る こ と 。  

ｄ  セ ン タ ー 条 例 第 １ 条 に 規 定 す る 目 的 を も っ て 活 動 す る 団 体 お

よ び個 人 の 交 流 と諸 活 動を 促 進 し ， 支援 す るこ と 。  

     ｅ  セン タ ーの 施 設 ・ 設 備等 を 市民 の 利 用 に 供す る こと 。  

     ｆ  その 他 セン タ ー の 設 置目 的 を達 成 す る た めに 必 要な 事 業  

(イ )  使 用許 可 お よ び その 変 更の 許 可 な ら びに 使 用許 可 の 取 消 しに 関  

す る業 務 （ セ ン ター 条 例第 ９ 条 第 ５ 項第 ２ 号に 規 定 す る 業務 ）  

(ウ )  入 館の 拒 否 お よ び退 館 の命 令 に 関 す る業 務 （ セ ン タ ー 条 例第 ９  

条 第５ 項 第 ３ 号 に規 定 する 業 務 ）  

(エ )  セ ンタ ー の 維 持 管理 そ の他 の 規 則 で 定め る 業務  

(オ )  セ ンタ ー の 利 用 に関 す る業 務 の う ち  

 ａ  物 品 等 の 販売 ま たは 展 示 ， び ら等 の 配布 等 の 許 可 に関 す る業 務  

（ セン タ ー 条 例 施行 規 則 第 ４ 条 第 ４ 号に 規 定す る 業 務 ）  

 ｂ  会 議 室 に 特別 の 設備 ま た は 備 付け 以 外の 器 具 の 使 用に 係 る許 可  

に 関す る 業 務 （ セン タ ー条 例 施 行 規 則第 １ １条 に 規 定 す る業 務 ）  

  ｃ  指 定 管 理 者 で あ る 特 定 非 営 利 活 動 法 人 た か ま つ 男 女 共 同 参 画 

ネ ット の 係 員 が 行う 業 務  

ｄ  セ ン タ ー 条 例第 ５ 条に 規 定 す る 使用 料 の収 受 に 関 す る業 務  
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ｅ  そ の 他 市 長 が必 要 と認 め る 業 務  

(カ )  施 設， 付 属 設 備 およ び 物品 の 維 持 管 理に 関 する 業 務 （ セ ンタ ー  

条 例第 ９ 条 第 ５ 項第 ４ 号に 規 定 す る 業務 ）  

(キ )  行 政資 料 等 複 写 料の 収 受そ の 他 の 収 納金 に 関す る 業 務 （ 仕様 書  

第 ６項 エ に 規 定 する 業 務）  

(ク )  前 各項 に 掲 げ る もの の ほか ， セ ン タ ーの 管 理に 関 し 高 松 市が 必  

要 と認 め る 業 務  

カ  管 理 運 営 に 係る 収 支の 状 況  

 

平 成２ ３ 年 度 管 理運 営 業務 収 支 決 算 書  

 

平 成２ ３ 年 ４ 月 １日 か ら平 成 ２ ４ 年 ３月 ３ １日 ま で   

 

収 入の 部                        （ 単 位  円 ）  

科    目  予 算額 (a)  決 算額 (b)  (a)－ (b)  

受 託料 収 入  29,288,565 29,288,565 0 

収 入合 計 額 (Ａ )  29,288,565 29,288,565 0 

 

 

支 出の 部                                             （ 単 位  円 ）  

科    目  予 算額 (a)  決 算額 (b)  (a)－ (b)  

運 営費  332,000 216,000 116,000 

人 件費  17,116,556 16,734,594 381,962 

学 習研 修 事 業  874,500 885,871 △ 11,371 

相 談事 業  251,960 285,410 △ 33,450 

情 報収 集 ・ 提 供 事業  211,900 245,361 △ 33,461 

活 動交 流 事 業  680,160 674,240 5,920 

備 品購 入 費  154,000 478,452 △ 324,452 

一 般管 理 費  1,257,394 968,169 289,225 

需 用費 (施 設管 理 関 係 )  3,234,000 3,489,896 △ 255,896 

役 務費  3,000 16,630 △ 13,630 

委 託料  4,427,895 4,190,295 237,600 
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使 用料 ・ 賃 借 料  25,200 25,200 0 

租 税公 課  720,000 697,346 22,654 

支 出合 計 額 (Ｂ )  29,288,565 28,907,464 381,101 

収 支精 算 額 (Ａ )－ (Ｂ )  0 381,101 △ 381,101 

支 出総 計  29,288,565 29,288,565 0 

 

な お， セ ン タ ー の管 理 に関 す る 基 本 協定 の 一部 を 変 更 す る協 定 に 基 づ

き ，学 習 研 修 事 業， 相 談事 業 お よ び 活動 交 流 事 業 に 係 る 経費 に 余剰 金 が

発 生し た 場 合 は ，高 松 市に 戻 入 す る べき と ころ で あ る が ，不 足 額が 生 じ

て いる こ と か ら ， 収 支 精算 額 ３ ８ １ ，１ ０ １ 円 に つ い て は， 特 定非 営 利

活 動法 人 た か ま つ男 女 共同 参 画 ネ ッ トに 繰 入れ ら れ て い る。  

 

キ  施 設 利 用 者 数                 

（ 単位  人 ・ ％ ）  

区     分  
平成 23 年 度  

(Ａ )  

平成 22 年 度  

(Ｂ )  

増  減  

(Ａ )－ (Ｂ )  

来 館者 総 数  59,525 62,275 △ 2,750 

１ 日平 均 来 館 者 数  200.8 211.1 △ 10.3 

会 議室 稼 働 率  67.5 69.4 △ 1.9 

 

(５ ) 監 査 の 結 果  

監 査 の 結 果 ， 所 管 部 局 お よ び 監 査 対 象 団 体 の 出 納 そ の 他 の 事 務 に

つ い て は ， お お む ね 適 正 に 処 理 さ れ て い た が ， 別 記 の と お り ， 所 管

部 局 お よ び 監 査 対 象 団 体 の 事 務 の 一 部 に 改 善 を 要 す る 事 項 が 認 め ら

れ る と と も に ， 事 務 の 一 部 に 関 し て ， 監 査 委 員 の 意 見 を 付 す る も の

で ある 。  

な お ， 所 管 部 局 お よ び 監 査 対 象 団 体 の 改 善 を 要 す る 事 項 に つ い て ，

措 置 を 講 じ た と き は ， 地 方 自 治 法 第 １ ９ ９ 条 第 １ ２ 項 の 規 定 に よ り ，

そ の旨 を 監 査 委 員に 通 知さ れ た い 。  

今 後 と も ， 法 令 等 を 遵 守 し ， よ り 一 層 ， 厳 正 か つ 適 切 な 事 務 の 執
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行 に努 め ら れ た い。  

 

(６ ) 今 回 の 監 査で 指 摘し た 事 項  

ア  所 管 部 局 （ 市民 政 策局 政 策 課 男 女共 同 参画 推 進 室 ） に対 す るも の  

行 政財 産 の 管 理 を適 正 にす べ き も の  

セ ン タ ー の 指 定 管 理 者 で あ る 特 定 非 営 利 活 動 法 人 た か ま つ 男 女

共 同 参 画 ネ ッ ト が ， 平 成 ２ ４ 年 度 に 香 川 県 の Ｄ Ｖ 被 害 者 ア フ タ ー

ケ ア 事 業 を 受 託 し ， セ ン タ ー 内 に お い て 実 施 し て い る に も か か わ

ら ず ， 高 松 市 公 有 財 産 事 務 取 扱 規 則 第 ２ ６ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る

行 政 財 産 の 目 的 外 使 用 許 可 を し な い ま ま ， セ ン タ ー 施 設 を 使 用 さ

せ ， ま た ， 高 松 市 行 政 財 産 の 目 的 外 使 用 に 関 す る 使 用 料 条 例 第 ２

条 お よ び 行 政 財 産 の 目 的 外 使 用 許 可 に 関 す る 取 扱 基 準 に 定 め る 使

用 料 等 の 負 担 を 求 め て い な い の で ， 関 係 諸 規 程 に 基 づ い た 手 続 を

行 うと と も に 使 用料 等 を徴 収 さ れ た い。  

 

イ  監 査 対 象 団 体 （ 特 定非 営 利 活 動 法人 た かま つ 男 女 共 同参 画 ネッ ト ）  

に 対す る も の  

収 支に 係 る 決 裁 を 適 切 に作 成 す べ き もの  

基 本 協 定 書 第 １ ７ 条 で は ， 管 理 業 務 に 係 る 経 理 と 指 定 管 理 者 自

体 の 経 理 は 区 分 し ， 独 立 し た 帳 簿 類 を 整 備 し な け れ ば な ら な い と

規 定 し て い る が ， 管 理 業 務 以 外 の 経 費 等 を 誤 っ て 出 し 入 れ し ， そ

れ を 正 す 処 理 を 行 っ た 際 ， 予 算 差 引 簿 に は 出 入 金 を 記 載 し て い る

も の の ， 支 出 伺 兼 支 出 調 書 等 を 作 成 し て い な い も の が 見 受 け ら れ

た の で ， 今 後 は ， 誤 っ た 出 入 金 を 正 す 場 合 に お い て も 支 出 伺 兼 支

出 調 書 等 を 作 成 す る な ど ， 収 支 に 係 る 決 裁 を 作 成 す る よ う 改 め ら

れ たい 。  

 

 ２  監 査 の 結 果に 付 する 監 査 委 員 の意 見  

(１ ) 所 管 部 局 （市 民 政策 局 政 策 課 男女 共 同参 画 推 進 室 ） に 対 する も の  

指 定管 理 業 務 に 係る 管 理経 費 の 振 込 み口 座 につ い て  
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基 本 協 定 書 第 １ ７ 条 で は ， 管 理 業 務 に 係 る 経 費 お よ び 収 入 を 指

定 管 理 者 自 体 の 口 座 と は 別 の 口 座 で 管 理 し な け れ ば な ら な い と 規

定 し て い る た め ， 同 経 費 が 振 り 込 ま れ た 指 定 管 理 者 名 義 の 口 座 か

ら ， 後 日 ， 指 定 管 理 者 が 指 定 管 理 用 の 別 口 座 へ 入 金 し 直 し て い た 。  

こ の よ う な 事 務 処 理 は ， 事 故 等 を 生 じ さ せ る お そ れ が あ る こ と

か ら ， 今 後 に お い て は ， 同 経 費 を 直 接 ， 指 定 管 理 用 の 口 座 へ 振 り

込 むよ う 検 討 さ れた い 。  

(２ )  監 査 対 象 団 体 （ 特 定 非 営 利 活 動 法 人 た か ま つ 男 女 共 同 参 画 ネ ッ ト ）  

に 対す る も の  

就 業 規 則 お よ び 雇 入 通 知 書 と 職 員 の 就 業 等 に 係 る 実 態 と の 整 合 性

に つい て     

        特 定非 営 利活 動 法 人 た かま つ 男女 共 同 参 画 ネッ ト 就業 規 則 に 基 づ

き 作 成 す る 雇 入 通 知 書 の 記 載 事 項 に は ， 職 員 の 就 業 等 に 係 る 実 態

と 整 合 性 が 取 れ て い な い も の が 見 受 け ら れ た の で ， 今 後 は ， 同 規

則 の 改 定 等 を 検 討 し ， 実 態 に 即 し た 内 容 の 雇 入 通 知 書 を 作 成 す る

よ う努 め ら れ た い。  

 


